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第１章 個別施設計画の概要 

【1-1】計画策定の背景と目的 

本市における公共施設等については、昭和４０年～５０年代の高度経済成長期に

建設されたものが多く、これらの施設は老朽化が進んでおり、今後ほぼ同時期に大

規模改修や更新の時期を迎えようとしています。 

国においては、平成２５年１１月に「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老

朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）を策定するとともに、総務省から

平成２６年４月に、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」が示され、

地方公共団体においても「公共施設等総合管理計画」の策定が要請されました。 

このような背景から、本市において、老朽化が進む施設の安全対策や維持管理、

更新にかかる費用の負担といった課題に適切に対応していくため、平成２９年８月

に「諫早市公共施設等総合管理計画（以下、総合管理計画）」を策定し、令和３年3

月に総合管理計画を踏まえ、施設ごとの維持管理の実施方針を示す計画として「諫

早市個別施設計画（都市公園施設計画）」を策定しましたが、今回、長寿命化対策

事業の内容に合わせ改定を行うものです。 

 

【１-2】個別施設計画の位置付け 

 

【国（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）】

【諫早市】

ほか

インフラ長寿命化基本計画
（平成25年11月策定）

インフラ長寿命化計画（行動計画）

諫早市公共施設等総合管理計画
（平成29年8月策定）
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【1-3】個別施設計画の内容 

 個別施設計画は、総合管理計画に基づき、施設ごとの維持管理の実施方針として

策定するもので、対象施設の維持管理等の対策内容・実施時期などを示すものです。 

 

【1-4】個別施設計画に記載すべき事項 

 国が策定した「インフラ長寿命化基本計画」に示された、個別施設計画の記載事

項は以下のとおりです。 

― 個別施設計画の記載事項 ― 

① 対象施設 

「総合管理計画」において、個別施設計画を策定することとした施設を対象とする。計画の策

定に当たっては、維持管理及び更新等に係る取組状況や利用状況等に鑑み、個別施設のメンテナ

ンスサイクルを計画的に実行する上で最も効率的・効果的と考えられる計画策定の単位（例えば、

事業毎の分類（道路、下水道等）や、構造物毎の分類（橋梁、トンネル、管路等）等）を設定し

た上で、その単位毎に計画を策定する。 

②計画期間 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイク

ル等を考慮した上で計画期間を設定し、その点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものと

する。 

本計画で示す取組を通じ、知見やノウハウの蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることで、中

長期的な維持管理及び更新等に係るコストの見通しの精度向上を図る。 

③対策の優先順位の考え方 

個別施設の状態（劣化、損傷の状況や要因等）の他、当該施設が果たしている役割、機能、利

用状況、重要性等、対策を実施する際に考慮すべき事項を設定した上で、それらに基づく優先順

位の考え方を明確化する。 

④個別施設の状態等 

点検や診断によって得られた個別施設の状態について、施設毎に整理する。なお、点検や診断

を未実施の施設については、点検実施時期を明記する。 

また、「③対策の優先順位の考え方」で明らかにした事項のうち、個別施設の状態以外の事項

について、必要な情報を整理する。 

⑤対策内容と実施時期 

「③対策の優先順位の考え方」及び「④個別施設の状態等」を踏まえ、次回の点検や診断、修

繕や更新、さらには、更新の機会を捉えた機能転換や用途変更、複合化や集約化、廃止や撤去、

耐震化等の必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を施設毎に整理する。 

⑥対策費用 

計画期間内に要する対策費用の概算を整理する。 
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【1-5】公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 本市の公共施設等の管理に関する基本方針は以下のとおりです。 

基本方針１ 市民の安全・安心を守るための適切な施設管理の実施             

（１）点検・安全確保の実施 

①不測の事故などによるリスクを未然に防ぐために、日常点検・定期点検を徹底し、危険箇所や不具

合箇所の早期発見や劣化状況の把握に努めます。 

②劣化や危険性が認められた施設については、すみやかに修繕又はその他の安全対策を実施します。 

③公共施設等の点検結果や修繕履歴を蓄積・管理することで、その後の修繕や更新における判断材料

として活用します。 

（２）耐震化の実施 

①公共施設（建物）については、災害時等の避難場所としても位置付けられている学校施設の耐震化

は完了しましたが、他の公共施設（建物）についても、地震時における安全性確保のため、補強工

事の必要性が認められた施設については耐震化を実施します。 

②橋梁については、主要幹線に架かるものの耐震化を優先的に行い、その後も計画的に実施します。 

③上水道施設、下水道施設については、基幹施設・基幹管路及び病院等の重要施設へ通じる管路など

の耐震化を優先的に行い、他の施設については更新の時期等を考慮しながら計画的に実施します。 

（３）防災・減災対策の実施 

地域防災計画で避難場所として指定された公共施設（建物）については、機能確保の観点から、平常

時も適切な管理に努めます。 

 

基本方針２ 計画的な改修による財政負担の平準化等                     

（１）予防保全改修の実施 

公共施設等の現状や修繕周期を踏まえ、計画的な予防保全的改修を行い、維持管理コストの削減を図

ります。 

（２）長寿命化改修の実施 

長期的な視点に立った施設の長寿命化を計画的・効率的に行い、大規模改修や建替え等による更新コ

ストの一定期間への集中的な増大を防ぎ、財政負担の平準化を図ります。 

 

基本方針３ 市民のニーズに即した有効活用、施設の現状に応じた多様な検討      

（１）市民のニーズに即した有効活用 

少子高齢化の進展に伴う年齢構成の変化などにより、公共施設（建物）に求める市民のニーズも変化

することが想定されるので、必要に応じて、用途変更や目的外使用なども検討し、既存施設の有効活

用を図ります。 

（２）施設の現状に応じた多様な検討 

利用状況が著しく低下した施設又は老朽化が進んだ施設については、地域の実情や住民の意見を踏ま

えて、機能の集約化、複合化若しくは更新や廃止を検討します。その結果、不要となった施設につい

ては用途廃止を行い、貸付け、若しくは譲渡し、又は除却します。 
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第２章 個別施設計画（都市公園施設計画） 

【2-1】都市公園施設の現況 

本市には、都市計画法に基づき設置している公園、緑地が５５箇所あります。 

都市公園には、市民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用を目

的とした総合公園、徒歩圏内に居住する者の利用を目的とした地区公園、近隣に

居住する者の利用を目的とした近隣公園、街区内に居住する者の利用を目的とし

た街区公園などがあります。 

都市公園においては、人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の形成、

都市の防災性の向上、豊かな地域づくりに資する交流空間の提供など、これまで

地域の振興に大きな役割を果たしてきました。 

今回、個別施設計画の対象とした公園施設は、東屋や休憩所などの「一般施設」、

ブランコやすべり台、小型複合遊具などの「遊具」、公園トイレや管理事務所な

どの「建築物」です。 

これらの施設は、建設後１０年以内の比較的新しい施設もありますが、４０年

以上経過し、老朽化が進行している施設もあるため、公園利用者が安全に安心し

て利用できるよう、優先度の高いものから適時、修繕等の維持管理を行っており

ます。 

 

【2-2】都市公園整備状況 

（令和5年3月末現在） 

管理対象都市公園数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積 

55 147.35ha 11㎡ 

 

【2-3】計画対象公園 

①種別別箇所数 

街区 近隣 地区 総合 運動 緑地 合計 

45 4 2 3 0 1 55 

 

  

４ 



 

■都市公園一覧 

地図 

番号 
種 別 名       称 所  在  地 

面積 

(㎡) 

1 総合公園     上山公園（諫早公園を含む。） 諫早市西小路町 外 843,465 

2 総合公園     御館山公園 諫早市宇都町 222,962 

3 総合公園     なごみの里運動公園 諫早市多良見町木床 107,754 

4 地区公園 津久葉公園 諫早市津久葉町 67,763 

5 地区公園 のぞみ公園 諫早市多良見町木床 31,761 

6 近隣公園     西諫早団地第１公園 諫早市堂崎町 24,625 

7 近隣公園     西諫早団地第２公園 諫早市馬渡町 20,807 

8 近隣公園     貝津西公園 諫早市貝津町 21,434 

9 近隣公園     天満宮公園 諫早市多良見町市布 16,013 

10 街区公園 天満公園 諫早市天満町 3,079 

11 街区公園 高城公園 諫早市高城町 5,900 

12 街区公園 泉公園 諫早市泉町 3,852 

13 街区公園 八天公園 諫早市八天町 1,173 

14 街区公園 城見公園 諫早市城見町 1,667 

15 街区公園 久山公園 諫早市久山町 3,574 

16 街区公園 駅前公園 諫早市永昌東町 412 

17 街区公園 西諫早団地第１児童公園 諫早市馬渡町 2,303 

18 街区公園 西諫早団地第２児童公園 諫早市馬渡町 1,987 

19 街区公園 西諫早団地第３児童公園 諫早市中尾町 2,021 

20 街区公園 西諫早団地第４児童公園 諫早市中尾町 1,594 

21 街区公園 西諫早団地第５児童公園 諫早市山川町 3,079 

22 街区公園 西諫早団地第６児童公園 諫早市山川町 1,916 

23 街区公園 西諫早団地第７児童公園 諫早市白岩町 1,930 

24 街区公園 西諫早団地第８児童公園 諫早市白岩町 1,734 

25 街区公園 西諫早団地第９児童公園 諫早市堂崎町 1,015 

26 街区公園 中地区公園 諫早市厚生町 1,661 

27 街区公園 栄田公園 諫早市栄田町 2,629 

28 街区公園 宇都公園 諫早市宇都町 1,911 

29 街区公園 田井原公園 諫早市幸町 2,832 

30 街区公園 永昌公園 諫早市永昌町 1,364 

31 街区公園 みなみ公園 諫早市上野町 612 

32 街区公園 久山台１号公園 諫早市久山台 5,428 

33 街区公園 久山台２号公園 諫早市久山台 1,364 

34 街区公園 久山台３号公園 諫早市久山台 1,206 

５ 



 

 

 

  

地図 

番号 
種 別 名       称 所  在  地 

面積 

(㎡) 

35 街区公園 久山台４号公園 諫早市久山台 1,609 

36 街区公園 久山台５号公園 諫早市久山台 684 

37 街区公園 久山台６号公園 諫早市久山台 662 

38 街区公園 福田公園 諫早市福田町 2,533 

39 街区公園 青葉台公園 諫早市青葉台 2,419 

40 街区公園 清水谷公園 諫早市真崎町 3,837 

41 街区公園 堀の内公園 諫早市堀の内 8,074 

42 街区公園 上野町公園 諫早市上野町 2,300 

43 街区公園 喜々津中央公園 諫早市多良見町囲 4,579 

44 街区公園 川端公園 諫早市多良見町化屋 2,555 

45 街区公園 シーサイド第１公園 諫早市多良見町化屋 1,916 

46 街区公園 シーサイド第２公園 諫早市多良見町シーサイド 1,397 

47 街区公園 化屋公園 諫早市多良見町化屋 3,929 

48 街区公園 シーサイド東公園 諫早市多良見町シーサイド 808 

49 街区公園 シーサイド北公園 諫早市多良見町シーサイド 4,272 

50 街区公園 シーサイド南公園 諫早市多良見町シーサイド 2,141 

51 街区公園 梶木第１公園 諫早市多良見町市布 3,039 

52 街区公園 梶木第２公園 諫早市多良見町市布 1,087 

53 街区公園 大四郎淵公園 諫早市多良見町木床 3,763 

54 街区公園 中里河畔公園 諫早市多良見町囲 6,013 

55 緩衝緑地 貝津緑地 諫早市馬渡町 3,001 

６ 
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【2-４】計画対象公園施設 

 ①対象公園施設数 

１）園路広場は、園路、階段、橋梁など合計55施設あります。 

２）修景施設は、モニュメント、花壇など合計１２施設あります。 

３）休養施設は、ベンチ、東屋、休憩所など合計１３８施設あります。 

４）遊戯施設は、遊具など合計１４8施設あります。 

５）運動施設は、バックネット、ナイター照明など合計92施設あります。 

６）教養施設は、記念碑、野外ステージなど合計４９施設あります。 

７）便益施設は、便所、手洗い、駐車場など合計１2５施設あります。 

８）管理施設は、管理事務所、照明、サインなど合計705施設あります。 

９）その他施設は、展望台が合計２施設あります。 

 

園路 

広場 

修景 

施設 

休養 

施設 

遊戯 

施設 

運動 

施設 

教養 

施設 

便益 

施設 

管理 

施設 

その他 

施設 
合計 

55 12 138 148 92 49 125 705 2 1326 

  

【2-５】これまでの維持管理状況 

これまで計画対象となる公園施設は、維持保全（清掃、保守、修繕）と日常的

な管理が行われてきましたが、計画的な予防保全は行われていませんでした。 

遊具施設はこれらの管理に加え、職員による日常点検を毎月１回以上の頻度で

実施し、危険個所が発見された場合、緊急度の高いものから補修、更新を行って

きました。 

 

【2-６】対策の優先順位の考え方 

総合管理計画において、公共施設等の管理に関する基本方針が定められており、

これは既存の公共施設を可能な限り長く安全に利用していくために計画的な設備

の更新や施設の改修を行うことで長寿命化を図っていくことになっています。こ

の基本方針を踏まえ、施設の劣化・損傷の状況や施設の重要度、防災上の重要性

など様々な視点から検討を行い、総合的に対策の優先順位を判断していくことと

します。 

８ 



 

【2-７】個別施設の状態、評価等 

施設の状態の把握と改修等の必要性を判断するため、「諫早市都市公園施設長

寿命化計画策定業務」を実施し、「公園施設長寿命化計画策定指針」（平成３０

年１０月改定）を参考に健全度を評価しました。ここで評価された健全度を個別

施設計画の評価とします。 

 

■健全度判定における評価基準 

ランク 評価基準 

A 
○全体的に健全である 

・緊急の補修の必要性はないため、日常の維持保全で管理するもの。 

B 

○全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している 

・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的

な観察が必要なもの。 

C 

○全体的に劣化が進行している。 

・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、も

しくは更新が必要なもの。 

D 

○全体的に顕著な劣化である。 

・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、も

しくは更新が必要とされるもの。 

※公園施設長寿命化計画策定指針より抜粋 
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■各施設における健全度の評価一覧 

No 公園名 
設置 

年度 

園路 

広場 

修景 

施設 

休養 

施設 

遊戯 

施設 

運動 

施設 

教養 

施設 

便益 

施設 

管理 

施設 

その他 

施設 

1 上山公園 1980 A B B － － A C C C 

2 御館山公園 1964 A － B － － － A B C 

3 なごみの里運動公園 2012 A － B C B A B A － 

4 津久葉公園 1984 B － C － B － C A － 

5 のぞみ公園 1994 B － B C C C B B － 

6 西諫早団地第 1 公園 1980 A － C － － C D C － 

7 西諫早団地第 2 公園 1980 C － B B B － A B － 

8 貝津西公園 2016 A － A B A － A A － 

9 天満宮公園 1989 B － C D A － A A － 

10 天満公園 1960 B － B C － － C B － 

11 高城公園 2007 B B B C － A C B － 

12 泉公園 1961 － － B C － － C A － 

13 八天公園 1961 B － C C － A C B － 

14 城見公園 1973 B － － D － － C B － 

15 久山公園 1980 － － B C A － C C － 

16 駅前公園 1980 B － B D － A C C － 

17 西諫早団地第 1 児童公園 1980 － － － C － － C B － 

18 西諫早団地第 2 児童公園 1980 － － B C B － C B － 

19 西諫早団地第 3 児童公園 1980 － － B C B － C B － 

20 西諫早団地第 4 児童公園 1980 － － B C － － C C － 

21 西諫早団地第 5 児童公園 1980 B － B D － － C D － 

22 西諫早団地第 6 児童公園 1980 － － B C － － C B － 

23 西諫早団地第 7 児童公園 1980 － － B C － － C B － 

24 西諫早団地第 8 児童公園 1980 － － B C － － － D － 

25 西諫早団地第 9 児童公園 1980 － － B C － － C D － 

26 中地区公園 1981 － － B C － － C B － 

27 栄田公園 1982 － B B D － － C B － 

28 宇都公園 1982 － － B C － － － A － 

29 田井原公園 1983 － C － C － － C A － 

30 永昌公園 1984 － － B C － A C C － 

31 みなみ公園 1985 － － － D － － － B － 

32 久山台 1 号公園 1996 － A C C － － C B － 

33 久山台 2 号公園 1996 － － C C － － C A － 

34 久山台 3 号公園 1996 － － C C － － C A － 

35 久山台 4 号公園 1996 B － － C － － － B － 

38 福田公園 1994 － － C C C － C B － 
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No 公園名 
設置 

年度 

園路 

広場 

修景 

施設 

休養 

施設 

遊戯 

施設 

運動 

施設 

教養 

施設 

便益 

施設 

管理 

施設 

その他 

施設 

39 青葉台公園 1997 A － B C － A C B － 

40 清水谷公園 2003 A － B C － A C A － 

41 堀の内公園 2007 A － B B B － C B － 

42 上野町公園 2009 A B B C － － C A － 

43 喜々津中央公園 1982 － － B － C － C B － 

44 川端公園 1982 C － C C － A C A － 

45 シーサイド第 1 公園 1982 － － D － － － C D － 

46 シーサイド第 2 公園 1982 － － － C － － B B － 

47 化屋公園 1982 － － B C － A C B － 

48 シーサイド東公園 1982 － － C D － － B B － 

49 シーサイド北公園 1982 － － C － D － C B － 

50 シーサイド南公園 1982 － － C D － － C B － 

51 梶木第 1 公園 1982 － － C C C － C C － 

52 梶木第 2 公園 1982 － － － C － － B B － 

53 大四郎淵公園 1989 － － C C B A C B － 

54 中里河畔公園 2004 C A B － B － B B － 

※36番久山台5号公園、37番久山台6号公園、及び55番貝津緑地は、公園施設

が整備されていないため健全度調査は実施しておりません。 

 

■健全度評価の主な内容 

 ○園路広場 

健全度調査を行った結果、概ね健全であるとの調査結果でしたが、階段など

のコンクリート構造物においてひび割れが確認されています。 

今後も日常点検等を行い、計画的に維持管理を実施することで施設の長寿命

化を図っていきます。 

 

○修景施設 

健全度調査を行った結果、概ね健全であるとの調査結果でした。 

今後も日常点検等を行い、計画的に維持管理を実施することで施設の長寿命

化を図っていきます。 
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○休養施設 

健全度調査を行った結果、東屋や休憩所において、塗装の劣化が進行してい

る施設が確認されています。また、コンクリート構造部におけるひび割れや、

鉄製製品の腐食なども確認されました。 

健全度が低い施設については早期に対策を行うとともに、その他の施設につ

いては、施設の性能に関わる老朽化ではないため、今後も日常点検等を行い、

計画的に維持管理を実施することで施設の長寿命化を図っていきます。 

 

○遊戯施設 

健全度調査を行った結果、腐食や錆びによる劣化が確認されたほか、設置年

度が古い遊具に関しては、平成２６年に遊具に関する基準が定められたことか

ら、設置基準を満たしていない物がありました。 

  健全度Ｃ及びＤと診断された遊具については、国の「公園施設長寿命化対策

事業」を活用し、早期に施設の更新を図ることとします。 

今後も、日常点検や定期点検を行い、計画的に維持管理を実施することで施

設の長寿命化を図っていきます。 

 

○運動施設 

健全度調査を行った結果、概ね健全であるとの調査結果でしたが、一部の施

設おいて、コンクリート構造部のひび割れや、鉄製製品の腐食などが確認され

ました。 

施設の性能に関わる老朽化ではないため、今後も日常点検等を行い、計画的

に維持管理を実施することで施設の長寿命化を図っていきます。 

 

○教養施設 

健全度調査を行った結果、野外ステージにおいて、塗装の劣化が進行してい

る施設が確認されています。また、コンクリート構造部におけるひび割れや、

鉄製製品の腐食なども確認されました。 

健全度が低い施設については早期に対策を行うとともに、その他の施設につ

いては、施設の性能に関わる老朽化ではないため、今後も日常点検等を行い、

計画的に維持管理を実施することで施設の長寿命化を図っていきます。 
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○便益施設 

健全度調査を行った結果、便所等の建築物において、塗装の劣化が進行して

いる施設が確認されています。また、コンクリート構造部におけるひび割れや、

鉄製製品の腐食なども確認されました。 

健全度が低い施設については早期に対策を行うとともに、その他の施設につ

いては、施設の性能に関わる老朽化ではないため、今後も日常点検等を行い、

計画的に維持管理を実施することで施設の長寿命化を図っていきます。 

 

○管理施設 

健全度調査を行った結果、管理事務所等の建築物において、塗装の劣化が進

行している施設が確認されています。また、コンクリート構造部におけるひび

割れや、鉄製製品の腐食なども確認されました。 

また、照明灯やサインにおいても、塗装の劣化が進行している施設が確認さ

れています。 

健全度が低い施設については早期に対策を行うとともに、その他の施設につ

いては、施設の性能に関わる老朽化ではないため、今後も日常点検等を行い、

計画的に維持管理を実施することで施設の長寿命化を図っていきます。 

 

○その他施設 

健全度調査を行った結果、塗装の劣化が進行している施設が確認されていま

す。また、コンクリート構造部におけるひび割れや、鉄製製品の腐食なども確

認されました。 

健全度が低い施設については早期に対策を行うとともに、その他の施設につ

いては、施設の性能に関わる老朽化ではないため、今後も日常点検等を行い、

計画的に維持管理を実施することで施設の長寿命化を図っていきます。 
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【2-８】対策内容・実施時期・対策費用 

  計画期間（202０年度（令和２年度）～20２９年度（令和1１年度））にお

ける対策内容・実施時期・対策費用は、「第５章 実施計画」に示すとおりで

す。 

総合管理計画の基本方針に基づいて、日常・定期点検等を行うことにより、

施設の状態を把握し、計画的に予防保全的な修繕や機能向上のための改修を実

施することで施設の長寿命化を図ります。 

 

■施設の対策方針 

①予防保全 

  利用頻度が高くまた必要性がある施設で、施設の健全性が保たれている場合

は、予防保全の考え方に基づき、計画的な維持管理を行います。また、一定周

期毎に中規模改修や大規模改修を行うことで長寿命化を図り、継続して維持し

ます。 

②事後保全 

  更新費用が比較的安価で、故障等が重大な事故に結びつかないような施設に

ついては、故障した際に維持・修繕を行い、修繕等が難しい場合は、施設の更

新や廃止を検討します。 

③更新 

  利用頻度が高くまた必要性がある施設で、老朽化の程度を勘案した結果、施

設の健全性が保たれないと判断された場合は、既存施設を撤去し、同様の施設

の新設を検討します。 

④集約化・複合化 

  利用頻度が極端に少なく必要性が低下した施設は、地元自治会、関係団体の

意見等を踏まえて、同一施設と集約等を行い、設置する施設数を見直します。 

⑤廃止（撤去） 

  利用や必要性が無くなった施設で、安全性が確保されておらず、老朽化も著

しい施設は、地元自治会、関係団体の意見等を踏まえて、施設の廃止（撤去）

を検討します。 
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■実施内容の主なもの 

代表的な修繕例とその概要は以下のとおりです。 

（１）内部改修 

・天井板の張り替え、壁、床等の塗装、吹付、タイル等の貼り替え等 

・トイレブースの更新、その他建具の更新等 

 

【損傷箇所の事例写真】 

  

 

（２）外部改修 

・屋根材葺き替え、防水改修、欠損部の更新等 

・外部に面する壁の塗装、吹付更新、建具の部品更新等 

 

【損傷箇所の事例写真】 

  

 

（３）電気設備改修 

・使用見込み期間内に劣化が想定される照明器具、電灯コンセント、ＬＥＤ

灯、人感センサー等の交換、管理棟の分電盤、放送設備等の更新 

 

【損傷が想定される箇所の事例写真】 
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（４）機械設備改修 

・使用見込み期間内での劣化が想定される給水管、衛生機器設備（便器、手

洗い器、おむつ台 等）空調設備（エアコン）、換気設備（換気扇）等の更新 

 

【損傷が想定される箇所の事例写真】 

  

  

 

（５）不具合箇所補修（一般施設） 

・サビの見受けられる鋼材等の塗装 

・腐朽した木材、腐食した鋼材等の部材交換（柵などは不具合箇所の部分的

更新）等 

 

【損傷箇所の写真】 
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（６）遊具更新（改修） 

・老朽化が著しい遊具の更新 

・使用見込み期間を超過した部材交換（鎖や軸部の部分的更新）等 

 

【損傷箇所の写真】 

なごみの里運動公園（複合遊具） なごみの里運動公園（複合遊具） 

 

のぞみ公園（ターザンロープ） のぞみ公園（ターザンロープ） 

 

天満宮公園（複合遊具） 天満公園（滑り台） 
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泉公園（ジャングルジム） 八天公園（ブランコ） 

  

城見公園（滑り台） 久山公園（シーソー） 

  

駅前公園（滑り台） 西諫早団地第１児童公園（滑り台） 

  

西諫早団地第２児童公園（複合遊具） 西諫早団地第３児童公園（複合遊具） 
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西諫早団地第４児童公園（複合遊具） 西諫早団地第５児童公園（ブランコ） 

 

栄田公園（複合遊具） 田井原公園（雲梯） 

みなみ公園（滑り台） 久山台１号公園（滑り台） 

 

久山台２号公園（鉄棒） 久山台３号公園（滑り台） 
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川端公園（恐竜型ラダー） 化屋公園（ブランコ） 

シーサイド東公園（シーソー） 梶木第１公園（ブランコ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※実施計画の留意点 

各施設に対し、どのような対策が必要かということを計画しているもの

ですが、財政状況や起債状況等により、必ずしも計画通りに実施されるも

のではないので、不断の見直しが必要です。 

また、現状では、老朽化が認められていない施設や軽微な老朽化施設に

おいて、今後、日常点検や定期点検等により施設の性能に関わる老朽化が

確認された場合は、大規模保全工事への見直も考えられます。 
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第３章 計画の推進 

【3-1】情報基盤の整備と活用 

 施設の基本情報や工事・修繕の履歴、点検結果等について、継続的な実態把握

によってデータを蓄積し、計画的・保全的修繕や長寿命化改修の実施内容の検討

等に活用します。 

 

【3-2】推進体制等の整備 

 本計画に基づき長寿命化を確実に実施するため、不具合箇所の早期発見・対応、

修繕等の計画的実施による予防保全や長寿命化改修を行います。また、総合管理

計画に基づき、全庁的にその意義や方向性に対して共通認識を持ち、関係部門が

連携しながら計画を推進していきます。 

 

【3-3】フォローアップ 

 施設の状態は、経年劣化等により刻々と変化することから、日常・定期点検等

の結果、利用者や地域住民からのご意見、社会情勢などを踏まえて、適宜見直し

を行い、更なる充実を図ります。 

また、計画の進捗管理を着実に行うため、PDCAサイクルの確立に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan
個別施設計画

●修繕・更新履歴の整理

●施設の劣化状況の把握
●計画の更新

Do
計画に基づく実行

●修繕、改修等

●維持管理
●施設の点検

Action
計画の改善

●検証結果に基づく課題抽出

●計画の改善策の検討
●計画の見直し

Check
計画の評価・検証

●計画の進捗管理

●費用の把握・検証
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第４章 各都市公園における個別シート 

  



 

１ 上山公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １~６ 

２ 御館山公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７~９ 

３ なごみの里運動公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10~12 

４ 津久葉公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13~14 

５ のぞみ公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15~17 

６ 西諫早団地第１公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18~19 

７ 西諫早団地第２公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20~21 

８ 貝津西公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22~23 

９ 天満宮公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24~25 

10 天満公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26~27 

11 高城公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28~30 

12 泉公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31~32 

13 八天公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33~34 

14 城見公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35~36 

15 久山公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37~38 

16 駅前公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39~40 

17 西諫早団地第１児童公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41~42 

18 西諫早団地第２児童公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43~44 

19 西諫早団地第３児童公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45~46 

20 西諫早団地第４児童公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47~48 

21 西諫早団地第５児童公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49~50 

22 西諫早団地第６児童公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51~52 

23 西諫早団地第７児童公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53~54 

24 西諫早団地第８児童公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55~56 

25 西諫早団地第９児童公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57~58 

26 中地区公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59~60 

27 栄田公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61~62 

28 宇都公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63~64 

29 田井原公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65~66 

30 永昌公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67~68 

31 みなみ公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69~70 



 

32 久山台１号公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71~72 

33 久山台２号公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73~74 

34 久山台３号公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75~76 

35 久山台４号公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77~78 

36 久山台５号公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79~80 

37 久山台６号公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81~82 

38 福田公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83~84 

39 青葉台公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85~86 

40 清水谷公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87~88 

41 堀の内公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89~91 

42 上野町公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92~93 

43 喜々津中央公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94~95 

44 川端公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96~97 

45 シーサイド第１公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98~99 

46 シーサイド第２公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100~101 

47 化屋公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102~103 

48 シーサイド東公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104~105 

49 シーサイド北公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106~107 

50 シーサイド南公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108~109 

51 梶木第１公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110~111 

52 梶木第２公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112~113 

53 大四郎淵公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114~115 

54 中里河畔公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116~117 

55 貝津緑地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118~119 

















































































































































































































































第５章　実施計画



No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

1 上山公園 園路広場 改修 改修 改修 更新

（諫早公園を含む） 修景施設 更新

休養施設 修繕 修繕 更新 修繕 更新

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設 改修 更新 改修

管理施設 修繕 更新 更新 更新 更新

その他施設 改修

2 御館山公園 園路広場 修繕

修景施設

休養施設 修繕 修繕

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設 改修 改修

管理施設 修繕

その他施設 改修

3 なごみの里運動公園 園路広場 改修

修景施設

休養施設

遊戯施設 修繕 修繕

運動施設 修繕

教養施設

便益施設 修繕 改修 改修

管理施設 修繕 改修 改修

その他施設

4 津久葉公園 園路広場

修景施設

休養施設 修繕 更新

遊戯施設

運動施設 更新 更新

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新

その他施設

1



No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

5 のぞみ公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 修繕 修繕 更新

運動施設 修繕

教養施設 改修 改修

便益施設

管理施設 改修

その他施設

6 西諫早団地第１公園 園路広場 更新

修景施設

休養施設 更新

遊戯施設

運動施設

教養施設 更新

便益施設 更新

管理施設 更新

その他施設

7 西諫早団地第２公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設

その他施設

8 貝津西公園 園路広場

修景施設

休養施設 修繕

遊戯施設 修繕

運動施設

教養施設

便益施設 修繕

管理施設

その他施設

2



No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

9 天満宮公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設 更新

教養施設

便益施設

管理施設 更新

その他施設

10 天満公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設

その他施設

11 高城公園 園路広場

修景施設

休養施設 修繕

遊戯施設 修繕 更新

運動施設

教養施設

便益施設 更新

管理施設 修繕 修繕

その他施設

12 泉公園 園路広場

修景施設

休養施設 更新

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 修繕 更新

管理施設 更新 更新

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

13 八天公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設 更新

管理施設 更新

その他施設

14 城見公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 更新

管理施設 更新

その他施設

15 久山公園 園路広場

修景施設

休養施設 修繕

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 更新

管理施設 更新

その他施設

16 駅前公園 園路広場 更新

修景施設 更新

休養施設 更新

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設 更新

管理施設 更新

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

17 西諫早団地第１児童公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新

その他施設

18 西諫早団地第２児童公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新

その他施設

19 西諫早団地第３児童公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 撤去 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新

その他施設

20 西諫早団地第４児童公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

21 西諫早団地第５児童公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新 更新

その他施設

22 西諫早団地第６児童公園 園路広場 改修

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新

その他施設

23 西諫早団地第７児童公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新 更新 更新

その他施設

24 西諫早団地第８児童公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 修繕 更新 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設 更新 更新

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

25 西諫早団地第９児童公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新 更新

その他施設

26 中地区公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新

その他施設

27 栄田公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 改修 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新

その他施設

28 宇都公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設 更新

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

29 田井原公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設 更新

管理施設 更新

その他施設

30 永昌公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新

その他施設

31 みなみ公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設 更新

その他施設

32 久山台１号公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 修繕 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 修繕 更新

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

33 久山台２号公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 改修

その他施設

34 久山台３号公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 更新

その他施設

35 久山台４号公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設

その他施設

36 久山台５号公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

37 久山台６号公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設

その他施設

38 福田公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設 更新

その他施設

39 青葉台公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 修繕

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 修繕

その他施設

40 清水谷公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

41 堀の内公園 園路広場

修景施設

休養施設 修繕

遊戯施設 修繕

運動施設

教養施設

便益施設 修繕 改修

管理施設

その他施設

42 上野町公園 園路広場

修景施設

休養施設 修繕

遊戯施設 修繕 更新 修繕

運動施設

教養施設

便益施設 修繕 改修

管理施設 更新 更新

その他施設

43 喜々津中央公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設 更新 更新 更新

教養施設

便益施設 更新

管理施設 更新

その他施設

44 川端公園 園路広場

修景施設

休養施設 更新

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設 更新

管理施設 更新

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

45 シーサイド第１公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設 更新

その他施設

46 シーサイド第２公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設

その他施設

47 化屋公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設

その他施設

48 シーサイド東公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

49 シーサイド北公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設 改修 更新

管理施設

その他施設

50 シーサイド南公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設

その他施設

51 梶木第１公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設 更新

教養施設

便益施設

管理施設

その他施設

52 梶木第２公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設

その他施設
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No. 公園名称 公園施設 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

53 大四郎淵公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設 更新 更新 更新

運動施設 更新

教養施設

便益施設 改修

管理施設

その他施設

54 中里河畔公園 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設 改修

管理施設 修繕 修繕

その他施設

55 貝津緑地 園路広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設

その他施設

対策費用（概算） 1,058,285千円
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